
財団法人因幡街道ふるさと振興財団寄附行為  
                                                        
   第１章  総   則  
 
（名  称）  
第１条  この法人は、財団法人因幡街道ふるさと振興財団と称する。  
 
（事務所）  
第 ２ 条  こ の 法 人 は 、 事 務 所 を 鳥 取 県 八 頭 郡 智 頭 町 大 字 智 頭 ３ ９ ６ 番 地

 に置く。  
 
（目  的）  
第 ３ 条  こ の 法 人 は 、 国 の 登 録 有 形 文 化 財 で あ る 石 谷 家 住 宅 を 近 代 和 風

 建 築 の 代 表 的 な 文 化 的 財 産 と し て 将 来 へ 継 承 し な が ら 、 石 谷 家 住 宅 を

 中 心 と し た 歴 史 的 町 並 み が 残 る 智 頭 宿 を 交 流 拠 点 ゾ ー ン と し た 因 幡 街

 道 沿 い の 文 化 施 設 と の 連 携 を 図 っ た 事 業 を 展 開 す る こ と に よ り 、 地 域

 住 民 の 文 化 的 生 活 の 向 上 を 図 り 、 も っ て 地 域 の 振 興 に 資 す る こ と を 目

 的とする。  
 
（事  業）  
第４条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  
 (1) 因幡街道沿いの文化施設の連携により交流人口の拡大を図る事業  
 (2)  因幡街道周辺の文化的美術品の展示及び紹介に関すること。  
 (3) 石谷家住宅の管理運営の受託に関すること。  
 (4)  石谷家住宅を中心とした智頭宿の観光の振興に関すること。  
 (5)  地域住民等の文化的財産の保護意識の高揚に関すること。  
 (6)  諸外国との交流による日本文化の紹介に関すること。  
 (7) 石谷 家 住 宅 内 に お け る 飲 食 の 提 供 お よ び 物 品 等 の 販 売 に 関 す る 事

   業。  
 (8)  その他前条の目的を達成するために必要な事業。  
 
   第２章  資産及び会計   
 
（資産の構成）  
第５条  この法人の資産は、次の財産をもって構成する。  
 (1)  設立当初の財産目録に記載された財産  
 (2)  寄附された財産  
 (3)  資産から生じる収入  
 (4)  事業に伴う収入  



 (5)  その他の収入  
 
（資産の種別）  
第６条  この法人の資産は、基本財産及び運用財産の２種とする。  
２  基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。  
 (1)  設立当初の財産目録の基本財産の部に記載された財産  
 (2)  基本財産とすることを指定して寄附された財産  
 (3)  理事会が運用財産から基本財産への繰入れを決定した財産  
３  運用財産は、基本財産以外の財産とする。  
 
（資産の管理）  
第７条  資産は、理事会が別に定めるところにより、理事長が管理する。  
２  基 本 財 産 の う ち 現 金 は 、 郵 便 官 署 又 は 銀 行 等 へ の 定 期 預 金 、 信 託 会

 社 へ の 信 託 、 国 債 又 は 公 社 債 の 購 入 そ の 他 の 安 全 確 実 な 方 法 で 保 管 し

 なければならない。  
 
（基本財産の処分等の制限）  
第８条  基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。

 た だ し 、 や む を 得 な い 理 由 が あ る と き は 、 理 事 会 に お い て 、 理 事 現 在

 数 の ４ 分 の ３ 以 上 の 議 決 を 経 た 上 で 、 鳥 取 県 知 事 の 承 認 を 受 け て 、 そ

 の 一 部 を 処 分 し 、 又 は そ の 全 部 若 し く は 一 部 を 担 保 に 供 す る こ と が で

 きる。  
 
（経費の支弁）  
第９条  この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。  
 
（事業計画及び収支予算）  
第 10条   こ の 法 人 の 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 は 、 毎 事 業 年 度 開 始 前 に 理 事

 会 の 議 決 に よ り 定 め る 。 た だ し 、 事 業 年 度 中 途 に 理 事 会 の 議 決 に よ り

 変更することを妨げない。  
 
（暫定予算）  
第 11条  前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 や む を 得 な い 理 由 に よ り 事 業 年 度 開

 始 前 に そ の 事 業 年 度 の 収 支 予 算 が 成 立 し な い 場 合 に お い て 、 理 事 会 が

 必 要 と 認 め た と き は 、 理 事 長 は 、 当 該 収 支 予 算 が 成 立 す る ま で の 間 に

 限 り 、 前 事 業 年 度 の 収 支 予 算 の 範 囲 内 で 収 入 及 び 支 出 を す る こ と が で



 きる。  
 
２  前項の規定による収入及び支出は、その事業年度の収支予算が成立  
  したときは、これに基づくものとみなす。  
 
（事業報告及び収支決算）  
第 12条  理 事 長 は 、 こ の 法 人 の 事 業 報 告 及 び 収 支 決 算 に つ い て 、 毎 事 業

 年 度 終 了 後 ２ か 月 以 内 に 、 監 事 の 監 査 を 受 け 、 か つ 、 理 事 会 の 承 認 を

 受 け た 上 で 、 毎 事 業 年 度 終 了 後 ３ か 月 以 内 に 鳥 取 県 知 事 に 報 告 し な け

 ればならない。  
 
（特別会計）  
第 13条  こ の 法 人 は 、 事 業 の 遂 行 上 必 要 が あ る と き は 、 理 事 会 の 議 決 を

 経て、特別会計を設けることができる。  
 
（長期借入金）  
第 14条  こ の 法 人 の 借 入 金 （ そ の 事 業 年 度 の 収 入 を も っ て 償 還 す る 借 入

 金 を 除 く 。 ） に つ い て は 、 理 事 会 に お い て 、 理 事 現 在 数 の ３ 分 の ２ 以

 上 の 議 決 を 経 た 上 で 、 鳥 取 県 知 事 の 承 認 を 受 け な け れ ば 、 借 り 入 れ る

 ことができない。  
 
（事業年度）  
第 15条  こ の 法 人 の 事 業 年 度 は 、 毎 年 ４ 月 １ 日 に 始 ま り 翌 年 ３ 月 ３ １ 日

 に終わる。  
 
     第３章  役員  
 
（種類及び定数）  
第 16条  この法人に、次の役員を置く。  
 (1)  理事長   １人  
 (2)  副理事長   １人  
 (3)  理事       １５人以上２０人以下 (理事長及び副理事長を含む。 )  
 (4)  監事       ２人  
 
（選任等）  
第 17条  理 事 長 は 、 智 頭 町 長 の 職 に あ る 者 を も っ て 充 て る 。 た だ し 、 町

 長 に 職 務 代 理 が 置 か れ て い る 場 合 に は 、 そ の 職 に あ る 者 を も っ て 充 て



 る。  
２  副理事長は、理事の互選により定める。  
３  理事及び監事は、理事会で選任する。  
４  理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。  
 
（職  務）  
第 18条  理事長は、この法人を代表し、その業務の執行を統括する。  
２  副 理 事 長 は 、 理 事 長 を 補 佐 し 、 理 事 長 に 事 故 が あ る と き 、 理 事 長 が

 欠けたとき、又はこの法人の利益と理事長の利益とが相反するときは、

 理事長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。  
３  理 事 は 、 理 事 会 を 構 成 し 、 こ の 法 人 の 業 務 の 執 行 に 関 す る 事 項 を 決

 定する。  
４  監事は、次の業務を行う。  
 (1)  この法人の財産の状況を監査すること。  
 (2)  理事の業務の執行の状況を監査すること。  
 (3) 財産 の 状 況 又 は 業 務 の 執 行 に つ い て 不 整 の 事 実 を 発 見 し た と き は

  これを理事会又は鳥取県知事に報告すること。  
 (4)  前号 の 報 告 を す る た め に 必 要 が あ る と き は 、 理 事 会 の 招 集 を 請 求

  し、又はこれを招集すること。  
 
（任  期）  
第 19条  役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。  
２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 補 欠 又 は 増 員 に よ り 選 任 さ れ た 役 員 の 任

 期は、前任者又は現任者の残任期間とする。  
３  役 員 は 、 辞 任 し 、 又 は 任 期 が 満 了 し た 後 に お い て も 、 後 任 者 が 就 任

 するまでは、その職務を行わなければならない。  
 
（解  任）  
第 20条  役員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決定に基づき、

 これを解任することができる。  
 (1)  心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。    

(2)   職 務 上 の 義 務 違 反 そ の 他 役 員 と し て ふ さ わ し く な い 行 為 が あ る と

  認められるとき。  
２  前 項 の 理 事 会 の 決 定 は 、 当 該 決 定 を す る 理 事 会 で 解 任 し よ う と す る

 役 員 に 弁 明 の 機 会 を 与 え た 上 で 、 理 事 の 現 在 数 の ３ 分 の ２ 以 上 の 議 決



 により行う。    
 
（報酬等）  
第 21条  役 員 は 、 無 給 と す る 。 た だ し 、 常 勤 の 役 員 は 、 有 給 と す る こ と

 ができる。  
２   役員には、職務の執行に要した費用を弁償することができる。  
３   役 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、 理 事 会 が 別 に 定 め

 る。  
 
   第４章  理事会  
 
（構  成）  
第 22条  この法人に、理事会を置き、理事をもって構成する。  
 
（権  能）  
第 23条  理 事 会 は 、 こ の 寄 附 行 為 で 別 に 定 め る 事 項 そ の 他 こ の 法 人 の 業

 務の執行に関する事項を決定する。  
 
（種類及び開催）  
第 24条  理事会は、次の２種とし、それぞれに定めるときに開催する。  
  (1) 通常理事会  毎年３月及び５月  
  (2) 臨時理事会  次のいずれかに該当するとき。  
    ア  理事長が必要と認めたとき。  
    イ  現 在 数 の ３ 分 の １ 以 上 の 理 事 か ら 、 開 催 の 目 的 を 記 載 し た 書 面

   により、招集の請求があったとき。  
    ウ  第 １ ８ 条 第 ４ 項 第 ４ 号 の 規 定 に よ り 、 監 事 か ら 招 集 の 請 求 が あ

   ったとき又は監事が招集したとき。  
 
（招  集）  
第 25条  理 事 会 は 、 第 １ ８ 条 第 ４ 項 第 ４ 号 の 規 定 に よ り 監 事 が 招 集 す る

 場合以外は、理事長が招集する。  
２  理 事 長 は 、 前 条 第 ２ 号 イ 又 は ウ の 請 求 が あ っ た と き は 、 そ の 日 か ら

 １４日以内に臨時理事会を招集しなければならない。  
３  理 事 会 を 招 集 す る と き は 、 開 催 の 日 の ７ 日 前 ま で に 、 そ の 日 時 、 場



 所 、 目 的 及 び 審 議 事 項 を 記 載 し た 書 面 に よ り 、 理 事 に 理 事 会 の 開 催 を

 通知しなければならない。  
（議  長）  
第 26条  理 事 会 の 議 長 は 、 理 事 長 （ 第 １ ８ 条 第 ４ 項 第 ４ 号 の 規 定 に よ り

 監事が招集した場合にあっては、監事）がこれに当たる。  
 
（定足数及び議決）  
第 27条  理 事 会 は 、 現 在 数 の ３ 分 の ２ 以 上 の 理 事 の 出 席 が な け れ ば 、 開

 催することができない。  
２  理 事 会 の 議 決 は 、 こ の 寄 附 行 為 で 別 の 定 め を す る も の 以 外 に つ い て

 は 、 出 席 し た 理 事 の 過 半 数 に よ り 行 う 。 た だ し 、 可 否 同 数 の と き は 、

 議長の決するところによる。  
 
（書面表決等）  
第 28条  や む を 得 な い 理 由 の た め 理 事 会 に 出 席 す る こ と が で き な い 理 事

 は 、 あ ら か じ め 通 知 さ れ た 審 議 事 項 に つ い て 書 面 を も っ て 表 決 し 、 又

 は 他 の 理 事 を 代 理 人 と し て 表 決 を 委 任 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に

 お い て 、 前 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 そ の 理 事 は 出 席 し た も の と み

 なす。  
 
（議事録）  
第 29条  理 事 会 の 議 事 に つ い て は 、 次 の 事 項 を 記 載 し た 議 事 録 を 作 成 し

 なければならない。  
 (１ )  日時及び場所  
  (２ )  理事の現在数  
  (３ )  出 席 し た 理 事 の 数 及 び 氏 名 並 び に 書 面 を も っ て 表 決 し 、 又 は 表

   決を委任した理事にあっては、その旨  
  (４ )  審議事項及び議決事項  
  (５ )  議事の経過及び発言の概要  
  (６ )  議事録署名人の選任に関する事項  
２  議 事 録 に は 、 議 長 及 び そ の 理 事 会 に お い て 選 任 さ れ た ２ 人 以 上 の 議

 事録署名人が、署名及び押印をしなければならない。  
 
   第５章  寄附行為の変更及び解散  
 
（寄附行為の変更）  
第 32条  こ の 寄 附 行 為 は 、 理 事 会 に お い て 、 理 事 の 現 在 数 の ４ 分 の ３ 以



 上 の 議 決 を 経 た 上 で 、 鳥 取 県 知 事 の 認 可 を 受 け な け れ ば 、 変 更 す る こ

 とができない。  
（解  散）  
第 33条  こ の 法 人 は 、 民 法 （ 明 治 29年 法 律 第 89号 ） 第 ６ ８ 条 第 １ 項 第 ２

 号 か ら 第 ４ 号 ま で に 揚 げ る 事 由 に よ る ほ か 、 理 事 会 に お い て 、 理 事 現

 在 数 の ４ 分 の ３ 以 上 の 議 決 を 経 た 上 で 、 鳥 取 県 知 事 の 許 可 を 受 け て 、

 解散する。  
 
（残余財産の処分）  
第 34条  この法人が解散するときに有する残余財産は、理事会において、

 理 事 現 在 数 の ４ 分 の ３ 以 上 の 議 決 を 経 た 上 で 、 鳥 取 県 知 事 の 許 可 を 受

 けて、智頭町又はこの法人と類似の目的を有する団体に寄附する。  
 
      第６章  事務局                                              
                                                                 
（設置等）                                              
第 35条  こ の 法 人 の 事 務 を 処 理 す る た め 、 事 務 局 を 設 置 す る 。         

２  事務局に、事務局長その他の職員を置く。  
３  事務局の職員は、理事長が任免する。                    
４  その他事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定  
 める。                                                          
 
（書類及び帳簿の備付け）  
第 36条  事 務 所 に は 、 常 に 次 の 書 類 及 び 帳 簿 を 備 え て お か な け れ ば な ら

 な い 。 た だ し 、 他 の 法 令 の 規 定 に よ り 、 こ れ ら に 代 わ る 書 類 及 び 帳 簿

 を備えたときは、この限りでない。  
 (1)  寄附行為  
 (2)  役員及び職員の名簿及び履歴書  
 (3)  行政庁の許可、認可等に関する書類  
 (4)  資産、負債及び正味財産の状況を示す書類   
 (5)  収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類  
 (6)  理事会の議事録  
 (7)  処務日誌  
 (8)  登記に関する書類  
 (9)  その他必要な書類及び帳簿  
 
   第７章  雑則  
 
第 37条  こ の 寄 附 行 為 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 法 人 の 運 営 に 関 し 必 要



 な事項は、理事会が別に定める。  
 
   附  則  
１  こ の 寄 附 行 為 は 、 民 法 第 ３ ４ 条 の 規 定 に よ る 鳥 取 県 知 事 の 設 立 許 可

 のあった日から施行する。  
２  こ の 法 人 の 設 立 初 年 度 の 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 は 、 第 10条 の 規 定 に

 かかわらず、設立者の定めるところによる。             
３  こ の 法 人 の 設 立 当 初 の 事 業 年 度 は 、 第 15条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ

 の寄附行為の施行の日から、平成１３年３月３１日までとする。     
４  こ の 法 人 の 設 立 当 初 の 理 事 及 び 監 事 は 、 第 17条 第 ３ 項 の 規 定 に か か

 わ ら ず 、 別 紙 役 員 名 簿 の と お り と し 、 そ の 任 期 は 、 第 19条 第 １ 項 の 規

 定にかかわらず、平成１４年３月３１日までとする。  
    
   附  則  
  この寄附行為は、平成１８年６月１２日から施行する。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       財 団 法 人  因 幡 街 道 ふ る さと 振 興 財 団 設 立 趣 意 書       

                                                            

智 頭 宿 は 江 戸 時 代 、 鳥 取 城 下 か ら 志 戸 坂 峠 を 越 え て 上 方 に 通 じ る 宿 場 町

と し て 栄 え 、 鳥 取 池 田 藩 の 参 勤 交 代 の 際 に は 重 要 な 役 割 を 果 た す と と も

に 、 数 多 く の 歴 史 資 産 が 残 り 現 在 で も そ の 当 時 の 面 影 を 偲 ば せ て い る 。

 石 谷 家 住 宅 は こ の 智 頭 宿 の 中 心 部 に 位 置 し 、 宿 場 に お け る 中 心 的 な 存

在 で 屋 号 を 塩 屋 と い い 、 宿 場 問 屋 を 務 め 、 安 永 ・ 天 明 年 間 に は 智 頭 郡 の

大 庄 屋 に 任 ぜ ら れ た こ と も あ り 、 明 治 以 降 に は こ の 地 方 き っ て の 林 業 家

として栄えてきた。  

 こ の 石 谷 家 住 宅 は 、 一 部 江 戸 時 代 後 期 の も の も あ る が 、 主 屋 等 大 部 分

は 昭 和 ２ 年 に 完 成 し た も の で 、 そ の 構 造 は 林 業 家 な ら で は の 豪 快 な 木 組

み で 豪 華 な 客 間 と と も に 、 広 大 な 庭 園 と 一 体 と な っ た 美 し さ と 風 格 を 保

って いる 。                                                       

 こ の よ う な 中 、 智 頭 町 は 近 代 和 風 建 築 と し て の 文 化 財 と し て 、 平 成 ９

年 ７ 月 に 国 の 登 録 有 形 文 化 財 に 登 録 さ れ た 石 谷 家 住 宅 を 核 と し た 、 智 頭

宿 の 町 並 み 保 存 に よ る 町 づ く り や 同 町 が 誇 る 歴 史 資 産 の 活 用 に よ り 、 文

化 財 保 護 意 識 の 向 上 を 図 り 、 次 第 に 失 わ れ つ つ あ る 歴 史 建 造 物 を 守 る と

と も に 、 同 町 の 文 化 を 振 興 し 、 さ ら に は 交 流 人 口 の 拡 大 に つ な げ る た め

の事業を展開することとした。  

 こ の 交 流 人 口 の 拡 大 を 目 指 し た 町 づ く り は 、 因 幡 街 道 沿 い の 用 瀬 町 及

び 佐 治 村 で も す で に 進 め ら れ て お り 、 智 頭 町 の 町 づ く り が 進 展 す る こ と

で 、 智 頭 宿 ・ 雛 の 館 ・ ア ス ト ロ パ ー ク 等 因 幡 街 道 沿 い の 施 設 と の 一 体 的

な 連 携 を 図 っ た 事 業 を 展 開 す る こ と が 可 能 と な り 、 よ り 一 層 の 広 域 的 な

交流人口の拡大及び地域の活性化が期待できる。  

  ま た 、 智 頭 町 で は 韓 国 揚 口 郡 と の 交 流 を 行 っ て お り 、 本 財 団 で も 友 好

交 流 を 促 進 す る 事 業 を 実 施 す る こ と で 、 同 町 の 国 際 文 化 交 流 の 促 進 に 寄

与できると考えている。  

  こ の よ う な こ と か ら 、 本 財 団 で は 石 谷 家 住 宅 を 核 と し た 因 幡 街 道 沿 い

の 歴 史 資 産 の 保 存 ・ 活 用 と 広 域 的 な 地 域 振 興 を 両 輪 と し た 事 業 を 強 力 に

押 し 進 め る こ と に よ り 地 域 住 民 の 文 化 的 生 活 の 向 上 を 図 り 、 も っ て 地 域



の 振 興 に 資 す る こ と を 目 的 と し て 、 財 団 法 人 を 設 立 し よ う と す る も の で

ある。  


